
建設業者団体
（受入れに直接関係なし）

建設技能人材機構への加入

○ 機構は、正会員（議決権あり）と賛助会員（議決権なし）により構成

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たり、受入企業は、機構の正会員である建設業者団体の会員と
なるか、機構の賛助会員となることが必要（いずれになるかは選択可）

○ 将来、機構は、特定技能外国人受入業務のほか、建設技能者確保に関する事業を幅広く実施

受入企業

建設技能人材機構

受入企業受入企業

建設業者団体は、以下のいずれかの形で機構に加入
・ 特定技能外国人の受入れに直接関係あり → 正会員
・ 特定技能外国人の受入れに直接関係なし → 賛助会員

受入企業は、以下のいずれか形で機構に加入（選択可）
・正会員である建設業者団体の会員
・機構の賛助会員

建設業者団体
（受入対象業務関係）

建設業者団体
（元請ゼネコン）

登録支援機関

正会員正会員 賛助会員賛助会員

賛助会員

・今後受入予定の団体
・安全衛生、災害防止関係団体
・職業訓練関係団体 等


